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釣銭及び金庫内容物監査の結果について（報告） 

 

 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定により、釣銭及び金庫内容

物監査を実施しましたので、その結果を同条第９項の規定により別紙のとお

り報告します。 
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１ 監査の期日 

平成２４年２月２０日から３月９日 

 

２ 監査の対象 

現金を扱っている課等５５箇所 

 

３ 監査の方法 

会計管理者及び会計課と監査委員事務局が合同で３班をつくり、各課等

の事務担当者立会いの下、以下の確認等を行った。 

（1）釣銭 

レジスターまたは金庫等で管理をしている釣銭と「釣銭金額確認

表」との突合により確認した。 

（2）金庫内容物 

金庫等で管理している釣銭以外の現金、収入証紙、金券、預金通帳

等と「金庫内容物確認表」との突合による確認を行い、事務処理方法

等について聞き取り調査を実施した。 

 

４ 監査の結果 

監査の結果、現金等の保管及び事務処理については、以下のとおり一部

に改善を要する点が見受けられたので、改善に向けて検討されたい。 

（1）釣銭の扱いについて 

ア 「釣銭金額確認表」の「現金」欄に、扱う釣銭額のみが記入され、

売り上げ等が含まれていないものが複数あった。「△納付書等」欄は

売り上げ等を市会計へ歳入する時の処理欄としているので記載する

こと。前年度も同様の指摘を行っており、所属長は職員に対し確実に

指導されたい。 

イ 釣銭（売上）の取り扱いは、一人に任せず複数で確認する体制と

すること。特に所属長が不在の場合は、代理者が確認を行うようにさ

れたい。 

ウ 展示内容や観桜期等、時期によって収入額が大幅に変わる施設に

おいては、多額の現金を金庫内で保管することが無いよう、通常の入

金時期にかかわらず、可能な限り早期に入金すること。 

エ チケットを領収書として来場者に交付する施設においては、チケ

ットを連番により管理されたい。 

 



（2）金庫内容物について 

ア 平成２０年５月１３日付及び平成２２年１０月１５日付会計管理

者通知「釣銭の金額確認及び金庫の内容確認について」により、「金

庫内容物確認表」を毎月末に会計課へ提出することになっているが、

未提出の課があったので徹底すること。 

また、その際所属長は内容物を確認し、遅延しないように担当者へ

徹底されたい。 

イ 「金庫内容物確認表」の内容と一致しない手提げ鞄が散見された

ので、正確に記入されたい。 

一致していなかったものの一例 

市会計…会計課保管の預金通帳を記入 

外郭団体等…金券が未記入 

ウ 公民館の金庫内には、施設使用料等の一般会計に収入すべき現金

と、講座等の現金が混在し、それぞれ封筒等に入れて管理し、一定期

間ごとに市会計又は預金通帳に入金している。 

監査の中で現金と納付書の金額を突合したところ、前日までの現金

有高が把握できていない事例が多く、一部には、現金と納付書の金額

が一致しない事例もあった。原因は、収納した現金を、出納簿等に即

日記帳せず、更に、現金と納付書の保管場所が別になっていたことに

よるものであった。 

平成２０年５月１３日付及び平成２２年１０月１５日付会計管理

者通知「釣銭の金額確認および金庫の内容確認について」により、釣

銭、金庫とも毎日内容の確認をすることとなっている。また、平成２

２年８月１０日付総務部長通知「公金の取扱いについて」により、公

金収納事務の検証が求められている。 

一部の公民館では、収納から入金、毎日の確認までの一連の処理を、

不在が多い公民館主事に代わって支所の事務職員が行っており、金額

等の間違いはなかった。施設によって組織や人員体制が異なるが、こ

のような方法を参考にして、厳正かつ適正な事務処理体制を整備され

たい。 


